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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○２０２４年春の花粉飛散予測（第１報） 
～今夏の猛暑が影響し例年比は１．２～２．３倍に 前シーズンよりは減少傾向～ 
 
 
 ・今年の夏の猛暑が影響し、例年より多い傾向 特に北海道のシラカバ花粉は非常

に多い 
 ・九州から東北南部は、今年の春に比べて減少または同程度 
 ・東北北部と北海道は、今年の春に比べて大幅に増えるので要注意 
 
 
 
 一般財団法人日本気象協会より、令和５年９月２８日（木）に全国・都道府県別の

２０２４年春の花粉（スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ）飛散予測（第１報）が発表

されました。この予測は、前シーズンの花粉飛散結果や今後の気温予測などの気象デ

ータをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報、花芽の現地調査の結果

などを踏まえて予測されています。 

 

１．２０２４年シーズンの花粉飛散傾向 
 ２０２４年春の花粉飛散量は、例年（過去１０年の平均）に比べて、九州から東北

のほとんどの地域で、多いまたはやや多いでしょう。北海道は非常に多い見込みです。

花粉の飛散量は前年夏の気象条件が大きく影響します。気温が高く、日照時間が多く、

雨の少ない夏は、花芽が多く形成され、翌春の飛散量が多くなる傾向があります。今

年の夏は猛暑となったため例年より多い傾向となっています。 

 
２．各地域の花粉飛散傾向 

 各地域の花粉飛散量は、例年に比べると、九州・四国・中国・東海は１２０～１４

０％程度でやや多い、近畿・北陸・関東甲信・東北は１５０～１７０％程度で多い、

北海道はおよそ２３０％で非常に多い予想です。 

 前シーズン比では、北陸は６０％前後で少ない、九州・四国・中国・近畿・関東甲

信は７０～８０％程度でやや少ない、東海は９０％前後で前シーズン並、北海道は６

００％以上で非常に多い見込みです。東北は地域によって差が大きく、東北南部は８

０％でやや少ない予想ですが、東北北部はおよそ３００％で非常に多い予想となって

います。 

 

３．飛散量の予想根拠 

 花粉の飛散量は、前年夏の気象が「高温・多照・少雨」だと多くなる一方、前年春

の飛散量が多いと減る傾向があります。今年（２０２３年）は、夏の猛暑の影響で、

花芽の形成に好条件な「高温・多照・少雨」という気象条件が九州から北海道にかけ

て揃いました。 

 このため、例年に比べて、２０２４年春の花粉飛散量は多い傾向になる見込みです。

特に北海道のシラカバ花粉は非常に多いでしょう。 
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 前シーズンと比べると、２０２３年に飛散量が多い傾向だった九州から東北南部は、

おおむね同じか少なくなる見込みです。逆に、飛散量が少なかった東北北部と北海道

は非常に多くなるでしょう。 
 
各地域の花粉飛散傾向 
地 方 花粉種別 飛散量（地方平均値％） 2023 年夏の気象 

例年比 前シーズン比 

北海道 シラカバ 非常に多い 

（230％） 

非常に多い 

（630％） 

気温：かなり高い 

降水量：平年並 

日照時間：多い 

東北 スギ、ヒノキ 多い 

（170％） 

多い 

（180％） 

気温：かなり高い 

降水量：少ない 

日照時間：かなり多い 

関東 

甲信 

スギ、ヒノキ 多い 

（150％） 

やや少ない 

（80％） 

気温：かなり高い 

降水量：平年並 

日照時間：かなり多い 

北陸 スギ、ヒノキ 多い 

（150％） 

少ない 

（60％） 

気温：かなり高い 

降水量：平年並 

日照時間：かなり多い 

東海 スギ、ヒノキ やや多い 

（120％） 

並 

（90％） 

気温：かなり高い 

降水量：多い 

日照時間：かなり多い 

近畿 スギ、ヒノキ 多い 

（160％） 

やや少ない 

（80％） 

気温：かなり高い 

降水量：多い 

日照時間：多い 

中国 スギ、ヒノキ やや多い 

（130％） 

やや少ない 

（70％） 

気温：かなり高い 

降水量：平年並 

日照時間：平年並 

四国 スギ、ヒノキ やや多い 

（140％） 

やや少ない 

（80％） 

気温：高い 

降水量：多い 

日照時間：平年並 

九州 スギ、ヒノキ やや多い 

（120％） 

やや少ない 

（70％） 

気温：かなり高い 

降水量：平年並 

日照時間：平年並 
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○定期購読から 

 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2023 Vol.65No.15 
               【特集】向精神薬はどこから使う？どう使う？ 
                   入院患者の精神症状 
                ・不眠へのアプローチ 
                ・不安へのアプローチ 
                ・抑うつへのアプローチ 
                ・せん妄へのアプローチ 
                ・悩ましい場面でのアプローチ 
               ◇振り返れば国試 
                ・不整脈の病態や薬物療法を把握するうえで重要なポイント

とは？ 
               ◇迷わず判断できる！フローチャート薬物治療 
                ・経管栄養に伴う消化管機能障害（便秘、下痢） 
 
               調剤と情報 2023 Vol.29No.15 
               【特集】「副作用が生じていないこと」を確認するための副作用

の機序とモニタリング 
                ・薬局における副作用モニタリングのポイント 
                ・副作用症状がないことを確認するモニタリング 
                 ・重症高血圧、うっ血性心不全、薬物性味覚障害、スティ

ーブンス・ジョンソン症候群、間質性肺炎、横紋筋融解

症、高血糖、無顆粒球症、肝障害、薬剤性パーキンソニ

ズム、新生児薬物離脱症候群 
               【今月の話題】 
                ・令和６年度厚生労働省予算概算要求 
                 薬剤師・薬局関係の概算要求と税制改正要望 
 
 
               薬局 2023 Vol.74No.12 
               【特集】転ばぬ先の漢方薬 
                   脱・介護！フレイル・ロコモ・サルコペニア対策の新

たな一手 
                ・フレイル対策に漢方の目線をプラスする 
                 ・「フレイル」の３つの構成要素と「健康長寿」の３つの柱 
                 ・「健康長寿」の３つの柱をデザインする漢方 
                ・「高齢者の低栄養」予防・カイゼン編 
                 ・低栄養とは？そのリスクは？原因は？ 
                 ・「たべる」を補完する漢方薬 etc 
                ・「高齢者のリハビリ」サポート編 
                ・「多剤併用・長期服用」リスク対策編 
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○インフルエンザ感染対策について 
 

 山梨県の第４６週（１１月１３～１１月１９日）では、１定点当たり２４．９３人

となっており、地域別では中北地域で３０．７７人、富士東部で２６．３３人と引き

続き多い状況で、甲府市・中北・峡東保健所管内が、警報レベルとなっております。 

 

【対応】 

 インフルエンザは昨年までに大き

な流行がなかったこと、昨年のワク

チン接種者数も低調であったこと、

現場感覚としてインフルエンザワク

チン接種が低調な印象があることか

ら、若年者の大流行につながってい

ると思います。例年は一山超えると

落ち着きますが、今年はどの感染症

の流行状況も例年と違うため、いま

からでもインフルエンザワクチン接

種をぜひご検討ください。５歳未満

の小児、６５歳以上の高齢者にとっ

てインフルエンザは命にかかわることがある重篤な疾患です。必要時のマスクと手洗

いで感染するリスクを低減することが可能です。 
（やまなし感染症ポータルサイトより抜粋） 

 
 

 

 基本的な感染対策について  

 COVID-19 に対する基本的な感染対策（⾶沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策）は、

インフルエンザ対策（⾶沫感染対策、接触感染対策）としても有効です。 

 

 

基本的感染対策 考え⽅ 

マスクの着⽤ ⼀定の場合にはマスク着⽤を推奨 

⼿洗い等の⼿指衛⽣

換気 

新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として有効 

⼈と⼈との距離の確

保等 

流⾏期において、⾼齢者等重症化リスクの⾼い⽅は、換気の悪い場所や、不

特定多数の⼈がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染

防⽌対策として有効（避けられない場合はマスク着⽤が有効） 
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＜マスクの着⽤が効果的な場⾯＞ 

〇⾼齢者など重症化リスクの⾼い⽅への感染を防ぐため、医療機関を受診する時や、⾼齢者など

重症化リスクの⾼い⽅が多く⼊院・⽣活する医療機関や⾼齢者施設などへ訪問する時等は、マ

スクの着⽤を推奨します。 

○そのほか、COVID-19 やインフルエンザの流⾏期に重症化リスクの⾼い⽅が混雑した場所に⾏

く時については、感染から⾃⾝を守るための対策としてマスクの着⽤が効果的です。 

 

＜医療機関や⾼齢者施設などの対応＞ 

○⾼齢者など重症化リスクの⾼い⽅が多く⼊院・⽣活する医療機関や⾼齢者施設などの従事者の

⽅は、勤務中のマスクの着⽤を推奨しています。 

【留意事項】 

○⼦どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。 

○なお、感染が⼤きく拡⼤している場合には、⼀時的に場⾯に応じた適切なマスクの着⽤を広く

呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合にお

いても、⼦どものマスク着⽤については、健康⾯などへの影響も懸念されており、引き続き、

保護者や周りの⼤⼈が個々の⼦どもの体調に⼗分注意をお願いします。 

○マスクの着⽤は個⼈の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上⼜は事業上

の理由等により、利⽤者⼜は従業員にマスクの着⽤を求めることは許容されます。ただし、障

害特性等により、マスク等の着⽤が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が⽣じないよ

う⼗分配慮をお願いします。 

 

 ３つの正しい咳エチケット  
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２３年Ｎｏ.９が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２３年Ｎｏ.９ 
事例 1 調剤に関する事例【後発医薬品の製造販売業者変更時の説明不足】 

事例 【事例の詳細】 

 平素より当薬局を利用している患者が、【般】フロセミド錠２０ｍｇと記載

された処方箋を持参した。これまで交付していたフロセミド錠２０ｍｇ「ＮＩ

Ｇ」が入手困難になったため、今回はフロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」を交付し

た。薬剤師は、その変更について患者に説明しなかった。患者は、交付された

薬剤の外観がこれまでと大きく異なっていたため不審に思い、服用しなかっ

た。２週間後、処方医が、患者が薬剤を服用していないことに気付き、薬局に

連絡した。 

【背景・要因】 

 常勤の薬剤師が不在であり、他店舗の薬剤師が不慣れな環境で鑑査および交

付を行った。レセプトコンピュータに処方内容を入力した者は、これまでと異

なる製造販売業者のフロセミド錠２０ｍｇに変更したことを、患者および薬剤

を交付する薬剤師に伝えなかった。製造販売業者が異なる後発医薬品に変更す

る際は患者に説明することを業務手順書に定めていたが、遵守しなかった。 

【薬局から報告された改善策】 

 患者が継続して服用していた後発医薬品を他の製造販売業者の薬剤に変更

する際は、レセプトコンピュータに処方内容を入力した者が他のスタッフにそ

の情報を伝達することを業務手順書に明記した。薬局スタッフに、業務手順を

遵守するよう周知した。 

その他の情報 

 
事例のポイン

ト 

・本事例は、薬剤を交付する際に製造販売業者が異なる後発医薬品に変更した

ことを患者に説明しなかったため、今まで服用していた薬剤と外観が違うこ

とを不審に思った患者が服用を中断した事例である。 

・薬剤師は、処方監査や鑑査、交付の際に薬剤服用歴などを見て前回処方との

比較を行うことが基本である。その際、薬剤の製造販売業者についても、漏
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れなく確認する必要がある。 

・本事例では、製造販売業者が異なる後発医薬品への変更について情報が共有

されなかったことが要因として報告されている。必要な情報を患者に漏れな

く提供するには、情報共有の重要性を理解し、薬局内のチームワークを高め

て業務を行うことが有用である。 

 

 

事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【電話でのやり取りによる規格間違い】 
事例 【事例の詳細】 

 医療機関の看護師から薬局に「患者にオプソ内服液２．５ミリを処方したい

が、在庫はあるか。」と電話で問い合わせがあった。薬剤師は２．５ミリを２．

５ｍｇと考え、「オプソ内服液の規格は５ｍｇと１０ｍｇであり、薬局に在庫

があるのは５ｍｇのみである。」と伝えたところ、「５ミリを処方するよう、医

師に伝える。」と返答があった。その後、薬局で応需した処方箋にオプソ内服

液１０ｍｇ（５ｍＬ/包）が記載されていたことから、薬剤師は、問い合わせ

時に看護師が言った単位がミリリットルであることに気付いた。医療機関に確

認したところ、オプソ内服液５ｍｇ（２．５ｍＬ/包）に変更となった。 

【推定される要因】 

 オプソ内服液にはオプソ内服液５ｍｇとオプソ内服液１０ｍｇがある。薬局

では通常、成分量の単位であるｍｇを用いて規格を確認するため、看護師から

問い合わせを受けた薬剤師は、「２．５ミリ」を「２．５ｍｇ」だと思い込ん

で返答した。 

【薬局での取り組み】 

 電話でのやり取りでは必ず薬剤名の規格・単位まで確認する。オプソ内服液

は特に規格・単位に関する間違いが生じやすいことを全職員に注意喚起した。 

その他の情報 販売名 オプソ内服液５ｍｇ オプソ内服液１０ｍｇ 

成分・含量 １包２.５ｍＬ中 

日局モルヒネ塩酸塩水和物５

ｍｇ 

１包５ｍＬ中 

日局モルヒネ塩酸塩水和物 

１０ｍｇ 
 

事例のポイン

ト 

・本事例では、医療機関と薬局で意思疎通がうまく行われず、処方意図と異な

る規格の医療用麻薬が処方された事例である。電話でのやり取りの際は、解

釈に齟齬が生じる可能性があることを認識しておく必要がある。 

・薬剤師は、医療機関等から薬剤に関する問い合わせを電話で受けた際、解釈

の齟齬を防ぐためには薬剤の名称、規格・単位まで丁寧に確認することが重

要である。例えば、相手が言った内容について「２．５ミリとは２．５ミリ

グラムのことですか。」のように具体的に確認することや、ＦＡＸやメール

などの文字情報を用いて確認することが有用である。 

・医療用麻薬の内服液には、オプソ内服液の他にオキシコドン内服液があり、

２．５ｍｇ（２．５ｍＬ/包）、５ｍｇ（２．５ｍＬ/包）、１０ｍｇ（５ｍＬ

/包）、２０ｍｇ（５ｍＬ/包）の規格が存在する。内服液には１包あたりの

有効成分の含量（ｍｇ）と容量（ｍＬ）の表記があることに留意し、他の医

療従事者と医療用麻薬の内服液についてやり取りする際は、製剤の含量や容

量の認識に齟齬が生じないよう、慎重に確認する必要がある。 

 

 

事例３ 一般用医薬品等に関する事例【受診勧奨（来局者の症状）】 

事例 【事例の詳細】 

 来局者が、腹部に発疹があるのでフルコートｆを購入したいと希望した。薬

剤師が症状を確認すると、腹部の発疹は赤みが強く、片側性で痛みもあるとの

ことであった。薬剤師は症状から皮膚科医の診察が必要と判断し、フルコート

fは販売せず、近隣の皮膚科医院を紹介し、すぐに受診するよう来局者に伝え

た。来局者が皮膚科医院を受診したところ帯状疱疹と診断され、アメナリーフ



- 8 - 

錠２００ｍｇ、ビダラビン軟膏３％が処方された。 

【背景・要因】 

 来局者は、以前使用したことがある一般用医薬品を購入して対応しようとし

た。 

【薬局から報告された改善策】 

 来局者が薬剤名を指定して一般用医薬品の購入を希望した際は、症状を詳し

く確認し、必要であれば適切な薬剤への変更提案や受診勧奨を行う。 

その他の情報 フルコートｆ（指定第２類医薬品）の添付文書 ２０１７年２月改訂 

（一部抜粋） 

使用上の注意 

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 

２．次の部位には使用しないでください。 

（１）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等のある患部。 

事例のポイン

ト 

・本事例は、一般用医薬品の購入希望者から皮膚症状を聴取した薬剤師が、皮

膚科医への受診勧奨を行った事例である。ステロイド外用薬の購入希望者に

帯状疱疹が疑われる場合は、重症化や後遺症が心配されるウイルス感染症の

症状である可能性があること、ステロイド外用薬の使用は不適切である可能

性があることなどを説明して、早期に医療機関を受診するよう勧める必要が

ある。 

・一般用医薬品の不適切な販売を回避するために、薬剤師が症状の確認を行う

ことは有用である。 

・一般用医薬品の購入および既に購入した薬剤の使用の適否について、日頃か

ら地域住民が薬局で気軽に尋ねることができる関係性を構築することは、セ

ルフメディケーションの推進に有用である。 

 

 

○日薬ニュース 
【第２９１号】 
 ・中医協、処遇改善、後発品等の安定供給等について議論 

 ・医療保険部会、令和６年度診療報酬改定の基本方針等について議論 

 ・緊急避妊薬の調剤に対応可能な薬局及び薬剤師の一覧ご確認お願い 

 ・ＪＰＡＬＳ本年度の「実践記録」提出期限２０２４年（令和６年）１月１０日（水）ま

で！ 

 ・ｅお薬手帳３.０早期申込キャンペーン第２弾！ 
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山梨県からのお知らせ 
 

○令和６年「はたちの献血」キャンペーンの実施について 
～その一歩が、だれかの一生になる。はたちの献血～ 

 

 献血者が減少しがちな冬期において安

全な血液を安定的に確保するため、「はた

ち」の若者を中心として広く県民の方々

に献血に関する理解と協力を求めるとと

もに、成分献血及び４００ｍｌ献血を一

層推進するため、１月１日から２月２８

日までの２か月間「はたちの献血」キャ

ンペーンが全国一斉に展開されます。 

 
令和６年「はたちの献血」キャンペーン実施

要領 

１ 目的 

 献血者が減少しがちな冬期において安全な血液製剤を安定的に確保するため、「はたち」

の若者を中心として広く県民各層に献血に関する理解と協力を求めるとともに、特に成分献

血、４００ｍｌ献血の継続的な推進を図ることを目的とする。 

２ 期間 

 令和６年１月１日(月)から２月２９日(木)までの２か月間 

３ 実施機関 

 山梨県、日本赤十字社山梨県支部、山梨県赤十字血液センター 

４ 実施事項 

（１）広報による啓発 

  県、日本赤十字社山梨県支部及び山梨県赤十字血液センターは、連携し各種広報手段を

活用して本キャンペーンの目的を周知する。併せて、献血への協力を働きかける。 

（２）ポスター等の掲示 

  県、日本赤十字社山梨県支部及び山梨県赤十字血液センターは、厚生労働省及び日本赤

十字社から配布されるポスター等の掲示を行うとともに、市町村、学校、病院、各種団体、

地域組織等に配布し、公衆の目につきやすい場所への掲示を依頼する。 

（３）若年層の献血者対策の推進 

  県、日本赤十字社山梨県支部及び山梨県赤十字血液センターは、市町村等の協力を得て、

若年層への献血の推進及び将来の献血者に対する普及啓発を図る。 

（４）複数回献血の推進 

  日本赤十字社山梨県支部及び山梨県赤十字社血液センターは、献血Ｗｅｂ会員サービス

「ラブラッド」の会員数の増加及び献血者へのサービスの向上を図るとともに、継続的な

献血への協力を呼びかける。県はこれらの取組に協力する。 
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